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５月３１日人証期日、被告四国電力証人は松崎氏 

 

2023年５月２４日（広島） 

   

  伊方原発運転差止広島裁判（本案訴訟＝本訴）は、５月３１日（水）に広島地裁で第３３回

口頭弁論期日を迎えるが、同期日は被告四国電力側証人松崎伸一氏による「地震動」に関す

る人証期日。（広島地裁民事第二部：大浜寿美裁判長、長谷川健太郎右陪席、森谷謙太左陪席） 

 

松崎氏は四国電力社員で地震及び地震動の専門家。四国電力土木建築部長であり、２０２

２年からは同社執行役員にも就任している。 

 

５月３１日は午前１１時から松崎氏に対する主尋問が６０分行われ、１２０分の休憩を挟

んで午後２時から原告側（市民側）の代理人弁護士による反対尋問が９０分にわたって行わ

れる予定。その後１０分の休憩を挟んで午後3時４０分から３０分の再尋問が予定されて

いる。 

 

原告側の伊方原発広島裁判事務局はすでに同期日案内チラシ及び「証人尋問の要点と見ど

ころ」と題するチラシを作成、関係各所に配布している。原告側の当日の取り組みについて

は上記案内チラシを参照して欲しい。 

 

また当日は、午後４時３０分頃から広島弁護士会館２階大会議室で記者会見・報告会も予

定されている。記者会見・報告会では、「地震動」に関する松崎氏の証言概要と原告側弁護

団による反対尋問の要点が解説される予定。なお記者会見には ZOOM参加もできる。 

 

ZOOM参加の要領及び会議アドレスは「伊方原発広島裁判」の公式Webサイトのトッ

プページに「第３３回口頭弁論期日記者会見・報告会 ZOOMアドレス」のコラムがあるの

で確認して欲しい。 

（了） 
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